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○振興指針改正時期の見直しについて

・販売業、飲食店営業など同業種の改正が異なる年度で行われていた。

・３年前に実施した経営実態調査の結果を用いて、振興指針の改正を行っていた業種がある。
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資料１ 

クリーニング業

美容業

理容業

飲食店営業
(すし店)

2013年度

旅館業

浴場業

飲食店営業
(めん類)

2014年度

興行場営業

2015年度

氷雪販売業

食肉販売業

2017年度

食鳥肉販売業

2016年度

飲食店営業
(一般飲食)
(中華)
(料理)
(社交業)
喫茶店営業

過去５年間の改正実績

今後の改正スケジュール

・業種間の類似性を考慮し、効率的に審議いただけるよう改正スケジュールを見直す。

・経営実態調査及び調査結果の評価サイクルを見直し、振興指針改正の前年に実施する。

・振興指針改正に有益な情報が入手できるよう、経営実態調査の項目を精査する。

クリーニング業

美容業

理容業

飲食店営業
(すし店)

2018年度

飲食店営業
(一般飲食)（すし店）
(中華) （めん類）
(料理) （社交業）
喫茶店営業

2021～2022年度

氷雪販売業

食肉販売業

2020年度

食鳥肉販売業

旅館業

浴場業

飲食店営業
(めん類)

2019年度

興行場営業

クリーニング業

美容業

理容業

2023年度

旅館業

浴場業

2024年度

興行場営業


